


市では、震災犠牲者の鎮魂や津波の教訓などを後世に伝える震災慰霊碑などを整備する団体に対
し、その費用の一部を助成しています。申請期限は令和2年度末（ 令和3年3月 31日）までです。お早
めにこ‘相談ください。

■ 対象団体／地域住民組織、または震災遺族で構成された慰霊碑等建立団体
■ 補助経費／

①新規整備費（土地購入代 ・土地造成費を除く、石碑代、彫刻代、設置工事費、外構工事費など）
②既設整備費（周辺整備 ・ 移設に伴う外構工事費、追加彫刻代、移転費用など）

■ 補助額／対象経費の2分の1以内（上限額100万円）
■ その他／市内の1 3 地区（ 気仙沼 ・ 鹿折•松岩 ・新月 ・ 階上・大島 ・ 面瀬 ・ 中井 ・ 唐桑 ・ 小原木 ・ 小泉 ・津谷 ・

大谷）において、各地区原則2件まで助成が可能です。 詳しくはお問い合わせください。
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個人版私的整理ガイドラインの利用で、震災により被災され
た方は、震災前 からの住宅ロー ンなどが免除されます。債務の
免除には一定の要件があり ますので、詳しくはお問い合わせく
ださい。
■ 利用のメリット／
①生活再建に必要な資産（上限500万円 ・ 義援金等）を残せる
②弁護士などの登録専門家が手続きをサポー ト
③債務整理したことは個人用信用情報として登録されない

口／ （ 一 社） 東日本大震災 ・

自然災害被災者債務整理ガ
イドライン運営機関コ ー ル
センター

名0120-380-883
（受付時間：平日9時�17時）
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ll!l:I/気仙沼復興協会
四080-1662-2933

場 所
9月7日（土） 午前10時から午後3時まで

� 
杉ノ沢コミュニテイセンター

（赤岩杉ノ沢8-15)

9月21日（土） 午前10時から午後3時まで
� 

内の脇コミュニテイセンター

（内の脇1-10-1) 
仙台市福祉プラザ

9月15日（日） 午前10時30分から午後6時まで GD
●●:

仙台市青葉区五橋2-12-2)
※南三陸町・陸前高田市と合同開催

・ 写真、位牌、トロフィ ー などの思い出の品をパソコンで関覧 ・ 検索することができます。
・ パソコンに保管してある写真デ ー タの中から、顔認証により写真を探すことができます。
・ 気仙沼市東日本大震災遺構 ・ 伝承館 では常時閲覧ができます（休館日をのぞく）。
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■ 日時/9月8日 （日） （受付時間 ：午前10時から午後4時）

四・ロ／法テラス南三陸
名050- 3 383-0210

■場所／気仙沼市社会福祉協議会駐車場（ 東新城二丁目1 -2)※移動相談車内での相談となります。
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